
(様式第3116号）

建設業退職金共済事業本部 宛

02021062200000004
共済契約者番号 99-99999
共済契約者名 建設工業株式会社
連絡先 建設工業株式会社

部署名 総務 担当者名 建設  京子
電話 03-9999-9999

枚

枚

枚

枚

※ 金融機関には必ず交換証紙と「共済証紙退職金ポイント交換申請書」

Ａ、Ｂ、Ｃの３枚を提出してください。

共済契約者様

※赤証紙は赤の退職金ポイントへ、青証紙は青の退職金ポイントへ交換されます。
※退職金ポイントへの交換には、１か月程度を要します。
※交換が完了しましたら、電子申請システムにてお知らせします。

（金融機関使用欄）
〔金融機関の窓口の方へ〕
○本用紙に記載された共済証紙枚数と提出された証紙枚数が一致しない場合は、
 下記の建退共経理課にお問い合わせください。
○用紙は、「A共済契約者用」、「B取扱店用」、「C建退共用」の３枚が提出されます。
○記載の種類及び数量と証紙を照合のうえ、共済契約者へ「A共済契約者用」を交付
 してください。
○証紙と本用紙（C建退共用）を「共済証紙退職金ポイント交換取扱店報告書」とともに
 半月分纏めて送付指定日に統轄店へ送付してください。
〔統轄店の方へ〕
○統轄店は、検数のうえ証紙を保管し「共済証紙退職金ポイント交換申請書」（C建退共用）を
 「共済証紙退職金ポイント交換統轄店報告書」とともに建退共へ送付してください。
○証紙は、1か月間保管後、統轄店にて処分することとし、処分報告書を建退共へ送付して
 ください。

計 - - \960,000-

A共済契約者用

共済証紙退職金ポイント交換申請書

受付番号

赤証紙 交換枚数 退職金ポイント 入力した枚数を修正す

る場合は、専用サイト

で本用紙を再度作成し

てください。

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 300 \960,000-

青証紙 交換枚数 退職金ポイント

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 400 \1,280,000-
計 - - \1,280,000-

金融機関受付

建退共事業本部連絡先  経理課  Tell ０３－６７３１－２８７１

建退共支部確認印
 この用紙３枚と「誓約書」および「共済証紙受払簿」を支部に提出し

て交換証紙枚数の妥当性確認を受けてください。

建退共確認印無き

場合無効

 ※建退共本部または支部から共済証紙現物の提出を求める場合があり

ます。

金融機関

コード



(様式第3116号）

建設業退職金共済事業本部 宛

02021062200000004
共済契約者番号 99-99999
共済契約者名 建設工業株式会社
連絡先 建設工業株式会社

部署名 総務 担当者名 建設  京子
電話 03-9999-9999

枚

枚

枚

枚

※ 金融機関には必ず交換証紙と「共済証紙退職金ポイント交換申請書」

Ａ、Ｂ、Ｃの３枚を提出してください。

共済契約者様

※赤証紙は赤の退職金ポイントへ、青証紙は青の退職金ポイントへ交換されます。
※退職金ポイントへの交換には、１か月程度を要します。
※交換が完了しましたら、電子申請システムにてお知らせします。

（金融機関使用欄）
〔金融機関の窓口の方へ〕
○本用紙に記載された共済証紙枚数と提出された証紙枚数が一致しない場合は、
 下記の建退共経理課にお問い合わせください。
○用紙は、「A共済契約者用」、「B取扱店用」、「C建退共用」の３枚が提出されます。
○記載の種類及び数量と証紙を照合のうえ、共済契約者へ「A共済契約者用」を交付
 してください。
○証紙と本用紙（C建退共用）を「共済証紙退職金ポイント交換取扱店報告書」とともに
 半月分纏めて送付指定日に統轄店へ送付してください。
〔統轄店の方へ〕
○統轄店は、検数のうえ証紙を保管し「共済証紙退職金ポイント交換申請書」（C建退共用）を
 「共済証紙退職金ポイント交換統轄店報告書」とともに建退共へ送付してください。
○証紙は、1か月間保管後、統轄店にて処分することとし、処分報告書を建退共へ送付して
 ください。

計 - - \960,000-

B取扱店用

共済証紙退職金ポイント交換申請書

受付番号

赤証紙 交換枚数 退職金ポイント 入力した枚数を修正す

る場合は、専用サイト

で本用紙を再度作成し

てください。

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 300 \960,000-

青証紙 交換枚数 退職金ポイント

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 400 \1,280,000-
計 - - \1,280,000-

金融機関受付

建退共事業本部連絡先  経理課  Tell ０３－６７３１－２８７１

建退共支部確認印
 この用紙３枚と「誓約書」および「共済証紙受払簿」を支部に提出し

て交換証紙枚数の妥当性確認を受けてください。

建退共確認印無き

場合無効

 ※建退共本部または支部から共済証紙現物の提出を求める場合があり

ます。

金融機関

コード



(様式第3116号）

建設業退職金共済事業本部 宛

02021062200000004
共済契約者番号 99-99999
共済契約者名 建設工業株式会社
連絡先 建設工業株式会社

部署名 総務 担当者名 建設  京子
電話 03-9999-9999

枚

枚

枚

枚

※ 金融機関には必ず交換証紙と「共済証紙退職金ポイント交換申請書」

Ａ、Ｂ、Ｃの３枚を提出してください。

共済契約者様

※赤証紙は赤の退職金ポイントへ、青証紙は青の退職金ポイントへ交換されます。
※退職金ポイントへの交換には、１か月程度を要します。
※交換が完了しましたら、電子申請システムにてお知らせします。

（金融機関使用欄）
〔金融機関の窓口の方へ〕
○本用紙に記載された共済証紙枚数と提出された証紙枚数が一致しない場合は、
 下記の建退共経理課にお問い合わせください。
○用紙は、「A共済契約者用」、「B取扱店用」、「C建退共用」の３枚が提出されます。
○記載の種類及び数量と証紙を照合のうえ、共済契約者へ「A共済契約者用」を交付
 してください。
○証紙と本用紙（C建退共用）を「共済証紙退職金ポイント交換取扱店報告書」とともに
 半月分纏めて送付指定日に統轄店へ送付してください。
〔統轄店の方へ〕
○統轄店は、検数のうえ証紙を保管し「共済証紙退職金ポイント交換申請書」（C建退共用）を
 「共済証紙退職金ポイント交換統轄店報告書」とともに建退共へ送付してください。
○証紙は、1か月間保管後、統轄店にて処分することとし、処分報告書を建退共へ送付して
 ください。

計 - - \960,000-

C建退共用

共済証紙退職金ポイント交換申請書

受付番号

赤証紙 交換枚数 退職金ポイント 入力した枚数を修正す

る場合は、専用サイト

で本用紙を再度作成し

てください。

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 300 \960,000-

青証紙 交換枚数 退職金ポイント

１日券 \320- 0 \0-
１０日券 \3,200- 400 \1,280,000-
計 - - \1,280,000-

金融機関受付

建退共事業本部連絡先  経理課  Tell ０３－６７３１－２８７１

建退共支部確認印
 この用紙３枚と「誓約書」および「共済証紙受払簿」を支部に提出し

て交換証紙枚数の妥当性確認を受けてください。

建退共確認印無き

場合無効

 ※建退共本部または支部から共済証紙現物の提出を求める場合があり

ます。

金融機関

コード



受付番号 02021062200000004

建設業退職金共済事業本部　殿

共済契約者番号 ９９－９９９９９

共済契約者名 建設工業株式会社 印

誓約内容

1 　はい

2 　はい

3 　はい

今回、交換を申請する共済証紙は、金融機関
（建退共の代理店）で適正に購入した、又は元
請や上位下請から現物交付された共済証紙であ
り、金券ショップ、インターネットオークショ
ンサイト等から入手したものではありません。

※金融機関（建退共の代理店）で適正に購入した、又は元請や上位下請から現物交付さ
れた共済証紙以外は、退職金ポイントに交換することは出来ません。

年　　　月　　　日

誓　約　書

共済証紙を退職金ポイントに交換するにあたり、

下記の内容のとおり、誓約致します。

今回、交換を申請する証紙日数は、共済証紙受
払簿の残日数以下です。

今回、交換を申請する共済証紙は、直接雇用す
る被共済者への貼付・消印、および下請への現
物交付を適切に行った結果の残りです。


